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平成˜˜年˜™月™—日 月曜日 (号外第™› 号)官 報
備
考
１
事
業
用
自
動
車
数
及
び
従
業
員
数
に
つ
い
て
は
、
許
可
（
認
可
）
を
受
け
た
す
べ
て
の
営
業
区
域
に
お

け
る
当
該
事
業
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

２
従
業
員
数
は
、
兼
営
事
業
が
あ
る
場
合
は
主
と
し
て
当
該
事
業
に
従
事
し
て
い
る
人
数
及
び
共
通
部
門

に
従
事
し
て
い
る
従
業
員
に
つ
い
て
は
当
該
事
業
分
と
し
て
適
正
な
基
準
に
よ
り
配
分
し
た
人
数
と
す

る
。

３
従
業
員
数
の
欄
の
（
人
）
に
は
、
運
転
者
の
数
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
管
轄
区
域
内
輸
送
実
績
の
欄
に
つ
い
て
は
、
地
方
運
輸
局
の
陸
運
支
局
の
管
轄
区
域
ご
と
に
、
当
該
陸

運
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
す
べ
て
の
営
業
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
事
業
用
自
動
車
の
輸
送
実
績
に
つ

い
て
記
載
す
る
こ
と
。

５
全
国
輸
送
実
績
の
欄
に
つ
い
て
は
、
許
可
（
認
可
）
を
受
け
た
す
べ
て
の
営
業
区
域
に
お
け
る
当
該
事

業
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下「
改
正
法
」

と
い
う
。）の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
計
画
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
六
条

の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。）

第
三
条

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
法
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
法
施
行
規
則
に
よ
り
し

た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）又
は
新
規

則
中
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
新
法
又
は
新
規
則
に
よ
り
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
等
報
告
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
報
告
書
及
び
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
一
年
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
輸
送
実
績
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
閲
覧
利
用
者
フ
ァ
イ
ル

保
有
機
関
の
名
称

総
理
府

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
使
用

に
供
さ
れ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
組
織
の
名
称

国
立
公
文
書
館
庶
務
課
、
公
文
書
課
、
内
閣
文
庫

フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的

閲
覧
者
の
記
録
を
保
存
し
、
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、閲
覧
事
務
の
効
率
化
を
図
る
。

フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目

１
公
文
書
／
内
閣
文
庫
区
分
、
２
ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ
、
３
登
録
年
月
日
、
４
氏
名
、
５
勤

務
先
、
６
職
業
コ
ー
ド
、
７
郵
便
番
号
、
８
住
所
、
９
電
話
番
号

フ
ァ
イ
ル
記
録
範
囲

閲
覧
申
請
者

処
理
情
報
の
収
集
方
法

本
人
か
ら
の
申
請

開
示
請
求
を
受
理
す
る
組
織

の
名
称
及
び
所
在
地

国
立
公
文
書
館

〒
102-0091

東
京
都
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
３
`
２

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
二
輪
車
防
犯
登
録
フ
ァ
イ
ル

保
有
機
関
の
名
称

警
察
庁

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
使
用

に
供
さ
れ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
組
織
の
名
称

生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課

〇
運
輸
省

建
設
省
令
第
十
一
号

道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
道
路
運
送
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
四
項
及
び
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四

号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
道
事
業
規
則
及
び
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
日

運
輸
大
臣

二
階

俊
博

建
設
大
臣

中
山

正
暉

自
動
車
道
事
業
規
則
及
び
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

自
動
車
道
事
業
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「第

100条

」
を
「第

98条

」
に
、「20万

円

」
を
「100万

円

」
に
、「a

」
を
「F̂

」
に
改
め
る
。

第
二
条

道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
建
設
省
令
第
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
二

項
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
号
若
し
く
は
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
庁
告
示
第
百
七
十
二
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十

五
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
条
第

一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
日

総
務
庁
長
官

続

訓
弘

１
行
政
機
関
が
平
成
10年

10月
２
日
か
ら
平
成
11年

11月
１
日
ま
で
に
保
有
を
開
始
し
た
フ
ァ
イ
ル

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
女
性
人
材
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

保
有
機
関
の
名
称

総
理
府

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
使
用

に
供
さ
れ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
組
織
の
名
称

大
臣
官
房
男
女
共
同
参
画
室

フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的

国
の
審
議
会
等
に
女
性
委
員
の
登
用
を
促
進
す
る
た
め
、
審
議
会
等
委
員
と
な
り
う

る
人
材
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。

フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目

１
氏
名
、
２
生
年
月
日
、
３
職
業
・
勤
務
先
・
所
属
等
、
４
連
絡
先
（
勤
務
先
）、５

連
絡
先
（
自
宅
・
そ
の
他
）、６
通
常
の
場
合
の
連
絡
先
、
７
学
歴
、
８
主
な
職
歴
・

経
歴
、
９
専
門
分
野
・
関
心
分
野
、
10主
な
論
文
・
著
書
、
11主
な
業
績
（
講
演
・

講
師
等
）、12所

属
学
会
・
団
体
等
、
13国
の
審
議
会
等
の
経
験
、
14都
道
府
県
等
に

お
け
る
審
議
会
等
の
経
験
、
15そ
の
他
国
・
都
道
府
県
等
に
お
け
る
研
究
会
等
の
経

験
フ
ァ
イ
ル
記
録
範
囲

国
、
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
審
議
会
等
の
女
性
委
員
ほ
か
女
性
有
識
者

処
理
情
報
の
収
集
方
法

本
人
か
ら
の
届
出

処
理
情
報
の
経
常
的
提
供
先
希
望
す
る
行
政
機
関

開
示
請
求
を
受
理
す
る
組
織

の
名
称
及
び
所
在
地

総
理
府
大
臣
官
房
男
女
共
同
参
画
室

〒
100-8914

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
１
`
６
`
１

�


